
介護保険サービスの指定基準について 

指定基準は、介護サービス事業所及び介護保険施設（以下「事業所等」と言いま

す。）が運営にあたり遵守すべき最低限度の基準です。 

基準を満たさないとして、指定又は更新が受けられないこと、また基準違反が明

らかになった場合に、基準の遵守についての改善勧告、改善命令、指定の全部又は

一部の効力の停止、及び指定取消処分などが行われることがあります。 

１ 指定基準に関する条例 

指定基準は、以前は厚生労働省令で定められていましたが、現在は指定権者（都

道府県または市町村）が条例で定めることとされています。 

本市では、厚生労働省令で定められた基準に、「記録の保存期間の延長」、「非常災

害に備えた食料及び飲料水の備蓄」、「暴力団の排除」など、独自の基準を追加した

条例を制定し、平成２５年４月１日（居宅介護支援事業所については、平成２６年

６月１日）から施行しています。 

2 記録の保存期間の延長

事業所等は、保存が必要な記録のうち、平成２５年４月１日（居宅介護支援事業

所については、平成２６年６月１日）以降に完結したサービスの提供記録について

は５年間保存する必要があります。 

3 非常災害に備えた食料及び飲料水の備蓄

  非常災害に備え、居住系サービス事業所・施設については利用者（入所者・入居

者）及び従業者の３日間の生活、通所系サービス事業所については利用者及び従業

者の１日間の生活に必要な食料及び飲料水（１人１日３リットルを目安）を備蓄し

なければなりません。 

4 暴力団の排除

  事業所等は、その事業の運営に当たり、名古屋市暴力団排除条例に規定する暴力

団を利することをしてはいけません。 

指定基準に関する条例の詳細は NAGOYA かいごネット 

(ＵＲＬ：https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/top/ ) 

厚生労働省令の詳細は厚生労働省法令等データベースサービス 

(ＵＲＬ：https://www.mhlw.go.jp/hourei/html/hourei/contents.html ） 

でご確認ください。 
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NAGOYA かいごネットについて 

名古屋市からの情報提供は「NAGOYA かいごネット」で行っております。最新の情報を随時掲載してお

りますので、日頃からご確認ください。 

※NAGOYA かいごネット（ https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/company/ ） 

※事業者の皆様向けのページと一般の方向けのページがあります。 

〇新型コロナウイルス感染症に関する通知等について 

 新型コロナウイルス感染症に関する通知の新着情報は新型コロナウイルス感染症のタブを押す

と表示されます。重要情報では各種通知のうち、特に重要な通知を掲載しておりますので、ご確認

ください。 

〇「運営の手引き」及び「各種加算・減算適用要件一覧」について 

 介護保険事業の円滑な運営及び推進のため、各居宅系サービスの「運営の手引き」を作成してお

ります。また、介護報酬の算定要件等について、「各種加算・減算適用要件一覧」を掲載しており

ます。

【掲載箇所】

事業業者向けのトップページ 事業業者指導 手引き等

※令和 3 年度介護報酬改定を反映したものについては、作成次第、順次公開しております。

各種届出 

指定・登録及び更新申請 

新型コロナウイルス感染症（新着） 

重要情報・介護保険最新情報（厚生労働省 HP リンク） 

制度改正関係 

新着情報 
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ＮＡＧＯＹＡかいごネットに設けられている「総合事業」の専用ページに、総合事業に関す

るＱ＆Ａを掲載しています。 

総合事業に関する不明点があるときは、ご活用ください。 

また、ＮＡＧＯＹＡかいごネットには、Ｑ＆Ａや各種通知等が随時追加で掲載されていきま

すので、定期的にご確認いただくようお願いします。 

事業者向け＞総合事業・いきいき支援センター関係＞総合事業・いきいき支援センター関係 

ＮＡＧＯＹＡかいごネットＵＲＬ 

https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/top/

（名古屋市健康福祉局介護保険課） 

介護予防・日常生活支援総合事業に関するＱ＆Ａを 

ＮＡＧＯＹＡかいごネットに掲載しています 

←総合事業 Q＆Aはここをクリック 
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